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 倉敷市高齢者保健福祉計画及び  
倉敷市介護保険事業計画（素案） 

___________________________________________________________________________________ 

  
 

本市では、高齢化が進展し、ひとり暮らし高齢者や認知症高齢者が増加しています。高齢者

人口がピークを迎える令和２２(2040)年を見据え、令和６（２０２４）年度から令和８（２０２６）

年度の３年間を期間とする本計画では、地域包括ケアシステムを深化・推進し、「温もりあふれ

る健康長寿のまち 倉敷」の実現を目指します。具体的には、主に以下の内容に取り組んでい

きます。 
 

・介護予防・自立支援・重度化防止に向けた高齢者の地域活動の推進 

・地域共生社会の実現に向けた、高齢者誰もがその人らしく活躍できる場づくり・人づくり 

・認知症の人やその家族の経験・思いなどの発信支援、社会参加の機会創出 

・在宅医療・介護連携の取組の推進、ACPの普及啓発 

・介護人材の確保と資質の向上の推進 

 
 

〔高齢者保健福祉計画〕 

老人福祉法第２０条の８の規定に

基づく、すべての高齢者を対象とし

た保健福祉事業全般に関する総合

計画。すべての高齢者が住み慣れた

地域で健康でいきいきと安心して暮

らせる社会の構築を目的としています。  

 

〔介護保険事業計画〕 

介護保険法第１１７条の規定に基

づく、介護高齢者、要支援高齢者及

び要介護・要支援となるリスクの高

い高齢者を対象とした、介護サービ

ス等の基盤整備を計画的に進める

ための基本となる実施計画。介護及

び介護予防を必要とする被保険者

が自立した生活を送るためのサービ

ス基盤の整備を目的としています。 

 

高齢者保健福祉計画は、その目

的、対象及び内容において、介護保

険事業計画をほぼ包含した計画と位

置づけられます。 

計画の位置づけ及び目的 

 

令和５年１２月 

倉 敷 市 

 

１  計画の概要 － 地域包括ケアシステムの推進 － １ 
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１  計画の体系 ２ 

1　要支援・要介護状態にならないために

2　健康づくりを進めるために

3　安心して医療を受けるために

1　さまざまな人々とふれあうために

2　いつまでも学び続けるために

3　知識や経験を生かして社会に役立つために

１　安全・安心な暮らしをおくるために

２　気軽に外出するために

３　暮らしやすい住まいのために

１　地域で安心して暮らすために

２　介護者の過度な負担なく
                       必要な介護を受けるために

施策の目的基本目標

温
も
り
あ
ふ
れ
る
健
康
長
寿
の
ま
ち

倉
敷

基本理念

Ⅰ 健やかに暮らせる
まちづくり

Ⅳ 支え合うまちづくり

Ⅱ 生きがいをもてる
まちづくり

Ⅲ 安心して暮らせる
まちづくり

重点目標

ー
一
人
ひ
と
り
の
想
い
に
寄
り
添
う
「
温
も
り
あ
ふ
れ
る
健
康
長
寿
の
ま
ち

倉
敷
」
の
実
現
へ
ー

支
え
合
い
の
場
づ
く
り
・
人
づ
く
り
の
推
進

１  中長期的な姿と今後の方向性・第９期の重点的取組 ３ 
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（１） 高齢者がその人らしく元気で活躍できるよう介護予防・健康づくりに取り組み、地域づく

りを推進・強化します。 

 

（２） 地域共生社会の実現に向け、地域の支え合い活動を推進し、担い手となる人づくりを強

化します。 

 

（３） 認知症になっても住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、認知症と共に生きる地域づ

くりを推進します。 

 

（４） 中・重度の要介護状態になっても住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、在宅医療を

進めるとともに医療と介護の連携を強化します。 

 

（５） 良質な介護サービスが安定的に提供されるようにするため、介護人材の確保と資質の

向上を推進します。 

   ア ～介護人材確保等～ 

イ ～給付適正化関連等～（介護保険給付適正化計画） 

 

                                        
1 ACP（アドバンス・ケア・プランニング）とは、将来に備えて、本人やその家族と医療・介護従事者等が前もって、具体的な治療・療養について話し合う

過程のことで、人生会議ともいいます。 

目標指標 単位 R６年度（2024） R７年度（2025） R８年度（2026） 

通いの場 か所 880 890 900 

ふれあいサロンの参加者数 人 5,200 5,250 5,300 

通いの場へのリハビリテー 

ション専門職の派遣回数 
回 30 38 44 

自らが社会参加していると 

思っている高齢者の割合 
％ 59.0 60.0 61.0 

生活・介護支援サポーター 

養成講座受講者数 
人 660 710 760 

認知症サポーター養成講座 

受講者数 
人 3,700 3,800 4,000 

認知症マイスターの養成者数 人 180 195 210 

日常療養の支援において、 

医療と介護の連携ができて 

いると感じている人の割合 

％ 82.0 83.0 84.0 

ＡＣＰ1や人生会議について、

内容まで知っている人の割合 
％ － 4.0 － 

介護保険事業者等連絡協議

会による介護従事者確保事

業の研修参加者数 

人 105 110 115 

福祉用具購入調査 

（受付時の審査） 

％ 

(件) 

100 

(2,400) 

100 

(2,400) 

100 

(2,400) 

１  重点施策の目標指標（主なもの） 
 

４ 

※ 毎年度点検・評価を行い、課題の把握・分析や今後の対応の検討等を行う 
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施設整備一覧 

年度 種別 圏域 整備数 

令和７ 

(2025) 

年度 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

（地域密着型特別養護老人ホーム） 
児４：赤崎 ２９床 

看護小規模多機能型居宅介護 市内全域 １か所 

令和８ 

(2026) 

年度 

認知症対応型共同生活介護 

（認知症対応型グループホーム） 
市内全域 ２ユニット 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 市内全域 １か所 

混合型※特定施設入居者生活介護 市内全域 ８０床 

１  日常生活圏域図と整備一覧 ５ 

※混合型：入居者が要介護者とその配偶者等に限られている介護専用型以外の特定施設 


